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2025.4 訪問介護-重要事項 

 

社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 

訪問介護サービス 重要事項説明書 

１．事業者（法人）の概要 

事業者（法人）の名称 社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会 

主たる事務所の所在地 静岡県藤枝市岡部町内谷１４００－１ 

代表者（職名・氏名） 会長 水 野  明 

設立年月日 昭和４５年４月８日 

電話番号 ０５４-６６７-２９４０ 

２．事業所の概要 

 事 業 所 の 名 称 社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会 指定訪問介護事業所 

サービスの種類 訪問介護 

事業所の所在地 静岡県藤枝市瀬戸新屋８３番地の６ 

電 話 番 号 ０５４-６３１-７５３７ ＦＡＸ ０５４－６４３－３５４４ 

指 定 年 月 日 ・ 

事 業 所 番 号 
訪問介護 平成１２年１月１日指定 

静岡県指定 

２２７５３０００１６号 

管 理 者 の 氏 名 海老名 重徳 

通 常 の 事 業 の 

実 施 地 域 
藤枝市全域 

開 設 年 月 平成１２年４月１日 

事業所が行って 

い る 他 の 業 務 

介護保険関係 

 指定居宅介護支援  平成１１年  ８月１日（静岡県 2275300016 号） 

   

３．事業の目的と運営の方針 

事業の目的 

介護保険法令に従い、要介護状態にある利用者が、その有する能力に応じ、

可能な限り居宅において自立した日常生活を営むことができるよう、生活の

質の確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができる

よう、サービスを提供することを目的とします。 

運営の方針 

１．利用者や家族（以下「利用者等」という。）の心身の特性を踏まえて、

その人らしい在宅生活が送られるよう配慮します。 

２．利用者等の意向を尊重して、適切なサービスが提供できるよう配慮しま

す。 

３．利用者の意思及び人格を尊重します。 

４．各種関係機関との連携を図り、多方面からのサービスを提供できるよう

に努めます。 

５．適切なサービスを提供するため、自己研鑽に努めます。 

 

訪問介護 
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４．事業所窓口営業日時及びサービス提供可能な日と時間帯 

窓口営業日 
月曜日から金曜日 

ただし、年末年始（１２月２９日から１月３日）を除きます。 

窓口営業時間 
 午前８時３０分から午後５時１５分まで 

  営業時間外は転送電話で対応します。 

サービス提供日 
 月曜日から日曜日 

 ただし、年末年始（１２月２９日から１月３日）を除きます。 

サービス提供 

時間 

 午前８時から午後６時まで 

 ただし、利用者の希望に可能な限り応じますので、 

サービス提供時間については、ご相談ください。 

５．事業所の職員体制 

当事業所では、介護保険事業に従事する職員として、次の職種の職員を配置しています。 

職種 常勤 非 常 勤 特記 

１．管理者 1名   －  

２．サービス提供責任者 2名   － 訪問介護員 兼務 

３．訪問介護員 5名 6名  

    （１）介護福祉士 5名 6名  

（２）ホームヘルパー２級課程修了者 

         及び初任者研修修了者 
－  －  

４．事務職員 －  1名  

６．サービス提供の責任者 

 サービス提供責任者の氏名 杉山陽子     加藤あゆみ    

サービス提供責任者は、利用者からのサービス利用申込みに関する調整や訪問介護計画の作成等

を担当します。利用にあたって疑問点やご心配な点の相談、サービス内容を変更したい場合は、

サービス提供責任者にお気軽にお尋ねください。  

７．当事業所が提供するサービスと費用 
（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

①訪問介護計画 

 介護支援専門員の計画する『居宅サービス計画（ケアプラン）』をもと

に、「訪問介護計画」を定めてサービスを提供します。「訪問介護計画」

は、利用者の意向や心身の状況を踏まえて、具体的なサービス内容や利用者

に対するサービス実施日などを記載しています。「訪問介護計画」は、利用

者等に事前に説明し、同意をいただくとともに、利用者等の申し出により、

いつでも見直すことができます。 

②身体介護 

利用者の身体に直接接触して行う介助や日常生活を営むのに必要な機能を

高めるための介助や専門的な援助を行います。 

例）排泄・食事介助、更衣介助、清拭、入浴介助、身体整容、体位交換、

移動・移乗介助、目的の為の外出介助、起床・就寝介助、服薬介助、自立

生活支援・重度化防止のための見守り的援助など 
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③生活援助 

家事を行うことが困難な利用者に対して、家事の援助を行います。

例）掃除、洗濯、ベッドメイク、衣類の整理・被服の補修、一般的な

調理、配下膳、買い物、薬の受取り、など 

※ご利用者の居室以外の居室、庭等の敷地の掃除は行いません。 

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、 

｢（算定した単位数×利用回数＋加算）×地域別の１単位単価｣に利用者様の介護保険負担割合証 

に記載された負担割合を乗じた額が利用者様負担額になります。 

藤枝市は、地域区分が７級地であるため、１単位単価は、１０．２１円です。ただし、介護保

険給付の支給限度額を超えてサービスを利用する場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

（２）訪問介護の利用料【基本】 （午前８時から午後６時でのサービス提供） 
サービス 

の内容 

      

１回あたりの 

所要時間 

① 基本単位数 

（特定事業所 

加算Ⅱ含） 

（注１）(注３) 

参照 

基本利用料 

① × 10.21 

利用者負担 

負担割合 

１割 

利用者負担 

負担割合 

２割 

利用者負担 

負担割合 

３割 

身
体
介
護
中
心
型 

身体01    ２０分未満 １７９単位 １，８２７円 １８３円 ３６６円 ５４９円 

身体02    ２０分未満  

※頻回の訪問として行う

場合 

１７９単位 １，８２７円 １８３円 ３６６円 ５４９円 

身体１    ２０分以上 

３０分未満 
２６８単位 ２，７３６円 ２７４円 ５４８円 ８２１円 

身体２    ３０分以上 

１時間未満 
４２６単位 ４，３４９円 ４３５円 ８７０円 １，３０５円 

身体３    １時間以上 
６２４単位 

（３０分増すごと

に９０単位加算） 

６，３７１円 

（＋918円） 

６３８円 

（＋92円） 

１，２７５円 

（＋184円） 

１，９１２円 

（＋276円） 

引き続き「生活援助中心型」を算

定する場合 （身体介護の所要時

間が20分から起算し２１３単位

を限度） 

２５分増すごとに

７１単位を加算 
７２５円 ７３円 １４５円 ２１８円 

生
活
援
助
中

心
型 

２０分以上４５分未満 １９７単位 ２，０１１円 ２０２円 ４０３円 ６０４円 

４５分以上 ２４２単位 ２，４７０円 ２４７円」 ４９４円 ７４１円 

（注１）「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」において、利用者等の同意を得て、同時

に２人の訪問介護員等がサービス提供した場合は、上記基本利用料の２倍の額となりま

す。 

（注２）上記の利用料は、厚生労働大臣が告示で定める金額であり、これが改定された場合、 

これら利用料も自動的に改訂されます。なお、その場合は、事前に新しい利用料を書面で 

お知らせします。 

（注３）本事業所は、訪問介護員の質の確保や活動環境整備を図っている事業所として、「特

定事業所加算」を受けています。そのため、介護保険給付について、通常の基準より 10

％増しの報酬を受け取っており、利用者負担に関してもその分を反映することとされて

います。従って、加算を受けていない事業所に比べて 10％増しの利用料となっています。 

（３）訪問介護の利用料【加算】 

 以下の要件を満たす場合、上記の基本部分に以下の料金が加算されます。 

加算の種類 加算の要件 加算単位数 

初回加算 

（注4）※ 

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、サ

ービスを提供した場合 
２００単位 
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生活機能向上 

連携加算Ⅰ 

理学療法士、医師等からの助言を受ける体制を構築

し助言を受けサービス提供責任者が訪問介護計画を

作成した場合 

（Ⅰ）１００単位 

生活機能向上 

連携加算Ⅱ 

Ⅱ:サービス提供責任者が訪問リハビリテーション

事業所の理学療法士等に同行し、共同して利用者の

心身の状況等を評価した上、生活機能向上を目的と

した訪問介護計画を作成し、サービス提供した場合

（1月につき） 

（Ⅱ）２００単位 

緊急時訪問 

介護加算 

利用者や家族等からの要請を受け、サービス提供責

任者が介護支援専門員と連携を図り、介護支援専門

員が必要と認めたときに、サービス提供責任者又は

その他の訪問介護員等が居宅サービス計画にない訪

問介護（身体介護）を行った場合 (１回につき) 

１００単位 

夜間・早朝加算 
夜間（１８時～２２時）又は早朝（６時～８時）に

サービス提供する場合 

上記基本部分の 

２５％ 

深夜加算 深夜（２２時～翌朝６時）にサービス提供する場合 
上記基本部分の 

５０％ 

中山間地域加算 
指定された中山間地域居住地にサービス提供する

場合 

上記基本部分の 

５％ 

特定事業所加算

（Ⅱ） 

訪問介護員の研究計画、技術指導等を目的とした会

議、職場内での情報伝達・報告体制の整備などの体

制要件、緊急時等の対応方法の明示、介護福祉士等

の配置要件等を満たすとして県に届け出た場合 

上記基本部分と 

各種加算減算の  

合計の10.0％ 

 

   

   

   

令和6

年6月

から 

（1）介護職員等 

処遇改善加算(Ⅰ) 

処遇改善加算は介護現場で介護現場で働く職員等の

質の向上や職場環境改善などを目的としており、新

加算の算定要件についてすべてを満たしとして県に

届け出た場合(令和6年6月以降一本化となりました) 

上記基本部分と各種

加算減算の合計の

24.5％ 

（注 4）初回加算は、初回利用月（２ヵ月以上サービスを休止し、利用再開した月も初回利用月

とみなされます）にサービス提供責任者が訪問若しくは同行訪問した場合に算定可能

となります。介護予防訪問介護サービスを利用されていて、訪問介護サービスに移行

された初回月にも算定されます。 

（注 5）※印の加算は区分支給限度額の算定対象からは除かれます。 

（４）その他の費用について 

①交通費 
利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定め

に基づき、交通費の実費を請求いたします。 



５ 
2025.4 訪問介護-重要事項 

なお、自動車を使用した場合は１キロあたり１００円を請求します。 

②キャンセル料 

サービス提供日に利用者様が不在の場合及び、直前にサービスをキャ

ンセルした場合、以下のとおりキャンセル料を請求します。 

２４時間前までのご連絡の場合 キャンセル料は不要です。 

利用当日キャンセルの場合 ７００円 

※体調や容体の急変など、やむを得ない事情がある場合は、キャンセル料は不要とします。 

※介護予防訪問介護は、利用料が月単位の定額のため、キャンセル料は不要とします。 

③サービス提供に当たり必要となる利用者の居宅で使用する

電気、ガス、水道の費用 

利用者の別途負担となりま

す。 

④外出介助における訪問介護員の公共交通機関等の交通費等 実費を請求します。 

（５）支払い方法 

  上記（１）と（２）の利用料（利用者負担分の金額）は、１ヶ月ごとにまとめて請求しま

すので、次のいずれかの方法によりお支払いください。 

  なお、利用者負担金の受領に関わる領収書等については、利用者負担金の支払いを受けた

後、３０日以内に差し上げます。 

支払い方法 支払い要件等 

口座引き落とし 
サービスを利用した月の翌月の２７日（祝休日の場合は翌営業日）

に、あなたが指定する口座より引き落とします。 

銀行振り込み 

サービスを利用した月の翌月の末日までに、事業者が指定する下記の

口座にお振り込みください。 

島田掛川信用金庫 藤枝東支店 普通預金 ０３０１５４５ 

口座名義 社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会 会長 水野 明 

現金払い 
サービスを利用した月の翌月の末日（休業日の場合は直前の営業日）

までに、現金でお支払いください。 

※利用料、利用者負担額（介護保険を適用する場合）及びその他の費用の支払いについて、正

当な理由がないにもかかわらず、支払うべき利用料等を 3 か月以上滞納し、さらに支払いの督

促から３０日間以内に支払われない場合には、サービス提供の契約を解除することがあります。 

８．サービスの提供 

（１）サービスの提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容（被保険者資格、要

介護認定の有無及び要介護認定の有効期間）を確認させていただきます。被保険者の住

所などに変更があった場合は速やかに事業者にお知らせください。 

（２）訪問介護の提供に当たっては、担当の介護支援専門員が開催するサービス担当者会議等

を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福

祉サービスの利用状況等の把握に努めるものとします。 

（３）サービス提供は、サービス提供責任者が作成した「訪問介護計画」に基づいて行います。

なお、「訪問介護計画」は、利用者等の心身の状況や意向などの変化により、必要に応

じて変更することができます。 

（４）訪問介護員に対するサービス提供に関する具体的な指示や命令は、すべて事業者が行い

ますが、実際の提供にあたっては、利用者の心身の状況や意向に充分な配慮を行います。 

（５）サービス提供を行う訪問介護員 

   サービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交代してサービスを提供します。 

（６）訪問介護員の交替 

   ①ご利用者からの交替の申し出 
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   訪問介護員の交替を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適等と認められる事

情その他交替を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問介護員の交替を申し

出ることができます。ただし、ご利用者から特定の訪問介護員の指名はできません。 

  ②事業者からの訪問介護員の交替 

   事業者の都合により、訪問介護員を交替することがあります。訪問介護員を交替する場 

合は、利用者等に対してサービス利用上の不利益が生じないよう十分に配慮するものと

します。 

（７）サービス提供の際、訪問介護員等は以下の業務を行うことができませんので、あらかじ

めご了解ください。 

① 医療行為 

② 利用者等の金銭、預貯金通帳などの預かり 

③ 利用者等からの金銭、物品、飲食の授受 

④ 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（利用者又は第三者等の生命や身体を保護す

るため緊急やむを得ない場合を除く） 

⑤ 利用者等に対して行なう宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為 

（８）当事業所では学生の実習生を受け入れています。サービス時に同行訪問をさせて頂くこ

とがありますのでご理解ください。９．秘密の保持と個人情報の保護 

（１）利用者及び

その家族に関する

秘密の保持につい

て 

 

① 事業者は、利用者等の個人情報について「個人情報の保護に関する法

律」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人

情報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取り扱

いに努めるものとします。 

② 事業者及び訪問介護員は、サービス提供をする上で知り得た利用者等

の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。 

③ また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後に

おいても継続します。 

④ 事業者は、訪問介護員に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密

を保持させるため、訪問介護員である期間及び訪問介護員でなくなっ

た後においても、その秘密を保持するべき旨を、訪問介護員との雇用

契約の内容とします。 

（２）個人情報の

保護について 

 

① 事業者は、利用者等から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当

者会議等において、利用者等の個人情報を用いません。 

② 事業者は、利用者等に関する個人情報が含まれる記録物（紙によるも

のの他、電磁的記録を含む。）については、善良な管理者の注意をも

って管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとしま

す。 

③ 事業者が管理する情報については、利用者等の求めに応じてその内容

を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求

められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲

内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な

場合は利用者等の負担となります。) 

１０．緊急時の対応 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関

への連絡を行う等の必要な措置を講じるとともに、利用者等が予め指定する連絡先にも連絡し

ます。 

  

１１．事故発生時の対応 
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サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族、担当の介護支援専門

員及び市町村等へ連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。また、利用者に対するサービ

スの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。 

 なお、事業者は、次の損害賠償保険に加入しています。 

保 険 会 社 名 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 

保 険 名 損害賠償責任保険 

１２．担当の介護支援専門員、及び他サービス関係者との連携 

（１）訪問介護の提供に当たり、担当の介護支援専門員及び保健医療サービスまたは福祉サー

ビスの提供者と密接な連携に努めます。 

（２）サービス提供の開始に際し、「訪問介護計画」の写しを、利用者等の同意を得た上で担

当の介護支援専門員に速やかに送付します。 

（３）サービス提供時に、利用者の口腔に関する問題や服薬状況等に係る報告をサービス提供

責任者から、介護支援専門員等に情報提供を行います。 

（４）介護支援専門員に対して当事業所のサービス利用に係る不当な働きかけは行いません。 

１３.サービス提供の記録 

（１）事業者は利用者に対するサービス提供について、記録を作成します。 

（２）記録はサービス終了後 5 年間保管します。 

（３）利用者等又は、その代理人の請求に応じてこれを閲覧、又は複写物を交付するものとし

ます。 

１４．サービス利用のご相談・苦情等の受付 

（１）当事業所における苦情の受付及びサービス利用等のご相談(お客様相談係) 

サービスに対する苦情やご意見、利用料のお支払いや手続きなど、サービス利用に関する

ご相談、利用者の記録等の情報開示の請求は以下の専用窓口で受け付けます。 

お客様相談係 
 苦情受付窓口担当者    在宅福祉センター長 海老名 重徳 

Ｔ Ｅ Ｌ 054-643-3511 Ｆ Ａ Ｘ 054-643-3544 

受 付 時 間     毎週  月曜日～金曜日 ８：３０～１７：１５(祝祭日、年末年始は除く) 

    ※苦情解決責任者……（事務局長） 齊藤 宏和 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

藤枝市 

地域包括ケア推進課 

地域支援係 

所 在 地 藤枝市岡出山1－11-1 

Ｔ Ｅ Ｌ 054-643-3225 Ｆ Ａ Ｘ 054-643-3506 

受付時間 
月～金 ８：３０～１７：１５ 

（祝祭日、年末年始は除く） 

静岡県  

国民健康保険団体 

連合会 

所 在 地 静岡市葵区春日２－４－３４ 

Ｔ Ｅ Ｌ 054-253-5590 Ｆ Ａ Ｘ 054-205-3315 

受付時間 
月～金 ９：００～１７：００ 

（祝祭日、年末年始は除く） 

１５．ハラスメント対策 

職場におけるハラスメント防止に取り組み、訪問介護員が働きやすい環境作りを目指します。

また、利用者等が事業所の訪問介護員に対して行う暴言・暴力・嫌がらせ・誹謗中傷等の迷惑行
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為、セクシャルハラスメント等の行為を禁止します。 

 

１６．虐待防止の対策 

  事業者は、虐待の発生又はその再発を防止するため、委員会の設置、指針を整備し、職員に周

知するとともに研修を定期的に行います。また、虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合

は、速やかにこれを市に報告します。 

虐待防止に関する責任者の選定   責任者：    豊泉 和也      

 

１７．身体拘束等の対策 

利用者又は他の利用者の生命または身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘

束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身体拘束等」という。）を行いません。やむを得

ず身体拘束等を行う場合は、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況、並びに緊急やむ

を得ない理由、その他の必要な事項の記録を行います。 

 

１８．感染症の予防及びまん延防止のための措置 

  感染症の予防及びまん延防止のため、委員会の設置、指針の整備を行い、職員に周知するとと

もに研修を実施します。 

 

１９．業務継続計画（BCP）の策定 

  感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため

の計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、職員に周知するとともに必要な研修及び訓

練を定期的に行います。また、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計

画の変更を行います。 

 

２０．第三者評価 

  第三者評価は受けていません。 
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令和   年   月   日 

 

 訪問介護サービス提供開始にあたり、利用者に対して契約書及び本書面に基づいて重要事項

の説明をしました。 

 

事 業 者 所 在 地 藤枝市岡部町内谷１４００－１ 

事 業 者 名 社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会 

                  

説明者氏名              ㊞ 

 

事 業 所 所 在 地 藤枝市瀬戸新屋８３番地の６ 

名    称  社会福祉法人 藤枝市社会福祉協議会 

指 定 訪 問 介 護 事 業 所 

 

                                

私は、契約書及び本書面により、事業者から訪問介護サービスについての重要事項の説明を

受け、サービス提供の開始に同意しました。 

 

利  用  者 

（ 住    所 ）                      

          

                （ 氏    名 ）                    ㊞ 

 

 

      代 理 人 

                  

                     （ 住    所 ）                      

          

                （ 氏    名 ）                    ㊞ 

 

 

 

 利用者は、身体の状況等により署名ができないため、利用者本人の

意思を確認のうえ、私が利用者に代わってその署名を代筆しました。 

 

             代  筆 者（続柄             ） 

                

                      （ 住    所 ）                      

          

                 （ 氏    名 ）                      

 

 


